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１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ ○ 　 有

3 社外取締役 ○ ○ 有

4 社外取締役 ○ △ 　 　 有

5 社外取締役 ○ △ 新任 有

6 社外取締役 ○ △ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

5

福井　琢

日髙祥博

藤塚主夫

該当状況についての説明（※４）

該当事項なし

ヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と不動産
賃貸借取引等があります。また当社の代表執行役社長が、同社の独立社
外取締役に就任しております。
当社とヤマハ発動機株式会社との間の取引額は、両社の連結売上高の
0.1%未満であります。

該当事項なし

選任の理由（※５）番号

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
同意

異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2021/5/26

独立役員届出書の
提出理由

番号

2021/6/24

コードヤマハ株式会社 7951

定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため

弁護士として国内外の企業法務や企業統治に精通する等、高い専門性や豊富な経験
と実績並びに幅広い見識を有しております。2017年6月の当社社外取締役就任後
は、高い専門性と豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の
大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これ
らの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任
しております。

当社と福井琢氏がマネージングパートナーを務める柏木総合法律事務所との間に取
引関係はありません。

日本を代表するグローバル輸送機器メーカーにおいて経営に携わる等、経営者とし
ての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。また当社と共通のブラ
ンドを使用するヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長としてヤマハブランドを最
もよく理解する一人でもあります。2018年6月の当社社外取締役就任後は、経営者
としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方
向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実
績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化及びブランド価値の向上を期待で
きることから選任しております。

当社と日高祥博氏が代表取締役社長を務めるヤマハ発動機株式会社は共通のヤマハ
ブランドを使用していることから、当社の持続的発展によるブランド価値の向上が
同社の企業価値にもプラスの影響を与える一方、当社の法令違反・ガバナンスの欠
如等によるブランドの毀損が同社の企業価値にマイナスの影響を及ぼすという関係
にあります。日高祥博氏は、当社の企業価値の源泉であるヤマハブランドを最もよ
く理解する一人であり、当社のブランド価値向上について一般株主と共通の利益を
有しております。また、当社とヤマハ発動機株式会社との間に重要な取引関係はな
いうえ、2017年に当社は同社の主要株主から外れたことから、日高祥博氏は、一般
株主との利益相反が生じるおそれがなく、当社株主の利益を最大化すべく、独立し
た立場で経営の監督等の責務を果たしていただけると考えております。

日本を代表するグローバル建設機械メーカーにおいてCFOとして経営に携わる等、経
営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに財務・会計に関する十分
な知見を有しております。2019年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての
豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決
定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等
より取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。

グローバルエンターテインメント企業のアジア地区及び日本法人の責任者として経
営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに、ブラ
ンド、マーケティングに関する幅広い知見を有しております。2019年6月の当社社
外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監
督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行っ
てきました。これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化を期待で
きることから選任しております。

当社とポール・キャンドランド氏が代表を務めるPMCパートナーズ株式会社及びエ
イジオブラーニング社との間に取引関係はなく、また相互に主要株主にも該当しま
せん。

日本電信電話株式会社の取締役会長を兼務し、同社は当社と回線使用料
等取引があります。
当社と日本電信電話株式会社との取引額は、両社の連結売上高の0.1%未
満であります。

日本を代表する通信・ICT企業において代表取締役として経営に携わる等、経営者と
しての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに通信システム・エレクトロニク
ス等に関する幅広いく深い知見を有しております。これらの実績・見識等より取締
役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。

2017年12月まで、当社の取引先であるウォルト・ディズニー・ジャパン
株式会社社長に就任しておりました。当社とウォルト・ディズニー・
ジャパン株式会社との間では、重要な取引関係はありません。

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

ポール・キャンドランド

篠原弘道

吉澤尚子

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k．社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

当社の独立役員指定基準

1. 当社は、次の各号に該当する者を原則として独立役員に指定しない。また、独立役員に指定した後、次の各号に該当する者となった場合独立役員の指定を解除
   する。
　① 会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者
　② 当社グループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
   　 「主要な取引先」とは、年間取引総額が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループが、当該取引先グループから対価を受け取る場合は
       当社の連結売上高の 2%を超え、当該取引先グループに対価の支払をする場合は当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先グループ並びに取引銀行上位
       5行をいう。
　③ 当社の主要株主である者もしくはその業務執行者、あるいは当社が主要株主となる会社の取締役又は監査役
   　 「主要株主」とは、発行済株式総数の10%を超えて株式・持分を保有する者をいう。
　④ 当社グループとの間で取締役監査役の相互派遣の関係にある者
　⑤ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体で
       ある場合は、当該団体に所属する者をいう。）
   　 「多額の金銭その他の財産」とは、当社グループの支払額（非金銭対価の場合は、支払時の時価評価額）が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において
       1千万円を超える支払のある場合をいう。
　⑥ 次のa～cのいずれかに該当する者の近親者（二親等以内の親族）
   　 a　②～④に掲げる者
 　   b　当社又はその子会社の業務執行者
    　c　取締役に選任された直近の株主総会終結時において前bに該当していた者

2. ②～⑥に該当する場合であっても、実質的に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと明らかに判断できる場合には、その理由を付して独立役員に指定
   し、あるいは指定の解除をしないことができる。

2020年6月まで、当社の取引先である富士通株式会社に在職しておりま
した。
当社と富士通株式会社との間では、重要な取引関係はありません。

日本を代表するエレクトロニクス・ICT企業において執行役員や海外グループ企業の
CEOとして経営に携わる等、経営者としての抱負な経験と実績並びに幅広い見識とと
もにデジタル、AI技術等に関する高い専門性を有しております。これらの実績・見
識等より取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しておりま
す。
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